
居宅介護支援費（令和６年４月１日現在）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

居宅介護支援費（Ⅰ）

取扱件数が45件未満

その他の料金（交通費）

通常の実施区域以外に訪問した場合、交通費の実費をいただく事になります。

（山形市内、上山市内以外の地域）

1、事業者から片道５ｋｍ未満・・・・・３００円

2、事業者から片道５ｋｍ以上・・・・・５００円

3、事業者から片道５ｋｍ毎に・・・・・３００円加算

1,086単位／月 1,411単位／月


